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10 月からの厚生労働省関

係の主な制度変更 

 厚生労働省は、令和６年 10 月か

ら適用されている制度変更のうち

主要なものをまとめ、web ページに

掲載しています。 

◆被用者保険（厚生年金保険・健康

保険）の適用拡大 

短時間労働者への被用者保険の

適用について、企業規模要件が引き

下げられ、現在の従業員数 100人超

から 50人超となります。 

 賃金要件（月額 8.8 万円以上）、

労働時間要件（週労働時間 20 時間

以上）、学生除外要件については現

行のままとし、勤務期間要件（現行

１年以上）については実務上の取扱

いの現状も踏まえて撤廃し、フルタ

イムの被保険者と同様の２か月超

の要件を適用することとします。 

◆労働関係 最低賃金額の改定 

都道府県ごとに定められている

地域別最低賃金が改定されます。時

間額にして 50円から 84円の引上げ

で、最も時間額が高いのは東京都の

1,163円、最も低いのは秋田県の951

円となりました。 

全国加重平均は 1,004 円から

1,055円へ上昇します。51円の引上

げは、昭和 53 年度に目安制度が始

まって以降で最高額です。 

◆雇用関係 教育訓練給付の拡充 

専門実践教育訓練給付金につい

て、教育訓練の受講後に賃金が上昇

した場合、現行の追加給付に加えて、

さらに受講費用の 10％（合計 80％）

を追加で支給します。 

特定一般教育訓練給付金につい

て、資格取得し、就職等した場合、

受講費用の 10％（合計 50％）を追

加で支給します。 

対象となるのは、雇用保険被保険

者および離職後１年以内の雇用保

険被保険者だった者です。 

 被用者にかかる手続きや賃金に

関わる重要な変更が重なっていま

す。十分な説明を行い、必要に応じ

て社内規程を見直すなど、従業員に

周知しましょう。 

【厚生労働省関係の主な制度変更

（令和６年 10月）について】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newp

age_43327.html 
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児童手当制度が変わりまし

た 

◆児童手当の変更 

令和６年 10 月１日から児童手当

制度が改正されています。今回の改

正は、子育て支援の強化を目的とし

ており、子どもを育てる従業員の生

活に密接に関わるものです。改正の

ポイントを押さえ、育児と仕事の両

立支援に活かしていきましょう。 

◆改正のポイント 

１. 支給対象の拡大 

これまで児童手当は中学生まで

が対象のところ、令和６年 10 月１

日からは高校生年代（18歳に達する

日以後の最初の 3 月 31 日まで）も

支給対象。 

２. 所得制限の撤廃 

従来の児童手当には所得制限が

撤廃。 

３. 支給額の増額 

第３子以降の児童に対する支給

額が月額 30,000 円に増額。なお、

カウント方法は、22歳年度末までの

上の子について、親等の経済的負担

がある場合をカウント対象。 

４. 支給時期の変更 

児童手当の支給時期が年３回か

ら隔月（偶数月）の年６回に変更。 

５. 申請手続の注意点 

今回の改正により新たに児童手

当の支給対象となる方は、令和７年

３月 31 日までに市区町村へ申請を

行うことで、令和６年 10 月分から

の児童手当を受給することができ

ます。 

【こども家庭庁「もっと子育て応

援！児童手当」】 

https://www.cfa.go.jp/policies/

kokoseido/jidouteate/mottoouen 

令和７年４月保育所入所申

込み分就労証明書記載の

留意点 

◆「落選ねらい」問題に対応 

 ９月 30日に就労証明書の新様式

が定められ、10 月１日より申込み

受付が順次開始されています。 

 保育所の４月入所申込みについ

ては、育児休業を延長する目的で

競争率の高いところに申し込んだ

りする「落選ねらい」が問題視さ

れ、対応が求められていました。 

◆様式の変更点 

 新様式では、次の５つの記載欄

が追加されました。 

① 入所内定時育休短縮可否 

② 育休延長可否 

③ 単身赴任期間（予定を含む） 

④ 備考欄 

⑤ 保護者記載欄（児童名、生年

月日、施設名、利用・申込み状

況に関するチェック欄） 

 また、自治体によっては夜勤に

関する状況を別紙で提出すること

ができ、就労証明書と同様に企業

に記載を求めているところもあり

ます。 

◆育児休業給付金の支給期間延長

の要件と手続きも見直し 

 上記の「落選ねらい」対策とし

て、令和７年４月１日からは育児

休業給付金の支給期間の延長手続

きも見直され、従業員が記載する

申告書と保育所等の利用申込書の

写しも、ハローワークに提出する

こととなります。 

 また、支給要件として、市区町

村に申し込んだ内容が、速やかな

職場復帰のために保育所等におけ

る保育の利用を希望しているもの

であると公共職業安定所長が認め

るものであることも、必要となり

ます。 

 令和７年４月１日以後に育児休

業に係る子が１歳に達する場合ま

たは１歳６カ月に達する場合に適

用されますので、該当する育児休

業取得者に案内しておくとよいで

しょう。 

【官報（令和６年９月 30 日号外第

227号）「子ども・子育て支援法施

行規則の一部を改正する内閣府令

（令和６年内閣府令第 84 号）」】 

https://kanpou.npb.go.jp/202409

30/20240930g00227/20240930g0022

70004f.html 

【雇用保険法施行規則の一部を改

正する省令（令和６年厚生労働省

令第 47号）】 

https://laws.e-

gov.go.jp/law/350M50002000003/2

0250401_506M60000100047?tab=com

pare 
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11月１日から自転車の危険

運転に罰則が科されます 

◆道路交通法の改正 

令和６年 11 月１日より、自転車

の「運転中のながらスマホ」と

「酒気帯び運転および幇助」に対

し、新しく罰則が適用されます。 

◆運転中のながらスマホ 

自転車に乗りながら、スマート

フォン等を手で保持して通話した

り、画面を注視したりする行為が

新たに禁止され、罰則の対象にな

ります。 

・違反者は、６か月以下の懲役ま

たは 10万円以下の罰金 

・交通の危険を生じさせた場合

は、１年以下の懲役または 30万円

以下の罰金 

◆酒気帯び運転および幇助 

酒気帯び運転のほか、酒類の提

供や同乗・自転車の提供に対して

新たに罰則が適用されます。 

・違反者は、３年以下の懲役また

は 50万円以下の罰金 

・自転車の提供者は、３年以下の

懲役または 50万円以下の罰金 

・酒類の提供者・同乗者は、2年以

下の懲役または 30万円以下の罰金 

◆自転車運転者講習制度 

上記は、「自転車運転者講習制

度」の対象となります。また、交

通の危険を生じさせるおそれのあ

る一定の自転車運転の危険行為

（信号無視や指定場所一時不停

止、通行区分違反や安全運転義務

違反等）を反復して行った者も講

習制度の対象となります。 

＊受講命令違反は、５万円以下の

罰金 

免許なしで誰でも乗れる自転車

だからこそ、従業員が通勤や業務

で自転車を使用する場合、十分に

注意するよう喚起しましょう。 

【警察庁「自転車の危険な運転に

新しく罰則が整備されました」】 

https://www.npa.go.jp/bureau/tr

affic/law/R6poster/R6_leaflet_j

itensya_b.pdf 

労働者不足の対処方法～厚生

労働省の調査より 

厚生労働省の「労働経済動向調査

（令和６年８月）の概況」（※）が公

表されており、調査項目の１つとし

て、「労働者不足の対処方法に関す

る事項」が盛り込まれています。 

人手不足に悩む事業者（同調査で

は労働者が不足している事業所の

割合は 80％に上る）にとっても参考

になるものと思われます。 

（※）令和６年８月１日現在の状況につ

いて、令和６年８月１日～８月７日に

調査。 

◆労働者不足の対処方法 

過去１年間（令和 5年 8月～令和

6 年 7 月）の労働者不足への対処方

法について、割合の大きかった順か

ら見てみます。また、今後１年間（令

和 6 年 7月～令和７年７月）につい

ての結果も見てみましょう。 

（いずれも複数回答） 

【１位】「正社員等採用・正社員以外

から正社員への登用の増加」（過

去１年間 59％、今後１年間 60％）。 

【２位】「在職者の労働条件の改善

（賃金）」（過去１年間 55％、今後１

年間 48％）。 

【３位】「臨時、パートタイムの増加」

（過去１年間40％、今後１年間 41％） 

【４位】「派遣労働者の活用」（過去

１年間 38％、今後１年間 35％） 

【５位】「求人条件の緩和」（過去１

年間 36％、今後１年間 34％） 

求人条件の緩和内容としては、賃

金、労働時間、休暇、学歴、必要資

格・経験等の緩和が挙げられていま

す。 

【６位】「離転職の防止策の強化、又

は再雇用制度、定年延長、継続雇

用」（過去１年間 34％、今後１年

間 36％） 

離転職の防止策としては、労務管

理（労働条件以外の福利厚生、労使

関係など）の改善や教育訓練の実施

などが挙げられています。再雇用制

度には定年退職者だけでなく、子育

てのためにいったん退職した女性

などを再雇用する仕組みも含まれ

ています。 

【７位】「在職者の労働条件の改善

（賃金以外）」（過去１年間 31％、

今後１年間 31％） 

在職者の労働条件の改善内容と

しては、休暇の取得促進、所定労働

時間の削減、育児支援や復帰支援制

度の充実などが挙げられています。 

【８位】「配置転換・出向者の受入れ」

（過去１年間25％、今後１年間 24％） 

【９位】「省力化投資による生産性

の向上・外注化・下請化等」（過去

１年間 16％、今後１年間 19％） 

【厚生労働省「労働経済動向調査

（令和６年８月）の概況」】 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/i

tiran/roudou/koyou/keizai/2408/ 
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高齢者の就業率の増加と

厚労省が公表した「高齢者

の活躍に取り組む企業の

事例」 

◆65歳以上の就業者数は 914万人

で過去最多 

総務省が「敬老の日」（９月 16 日）

にちなんで公表した取りまとめに

よれば、65 歳以上の就業者数は 20

年連続で増加し、914 万人と過去最

多となっています。就業者総数に占

める 65 歳以上の就業者の割合は

13.5％で、およそ７人に１人を 65

歳以上の就業者が占めています。 

◆65歳以上の就業率は 25.2％ 

また、65 歳以上人口に占める 65

歳以上の就業者の割合は 25.2％と、

10 年前と比較すると 5.1 ポイント

増となり、この数字は主要国の中で

も高い水準となっています。年齢階

級別にみると、65～69 歳は 52.0％、

70～74 歳は 34.0％、75 歳以上は

11.4％と、いずも過去最高となって

います。特に、65 歳～74 歳の就業

率は年々顕著に高まっており、元気

なうちは働こうという高齢者が増

えていることがうかがわれます。 

◆厚労省が公表した「高齢者の活

躍に取り組む企業の事例」 

 そのような中で、厚生労働省は先

日、「高齢者の活躍に取り組む企業

の事例」を公表しています。ここで

は、高齢者の人事・給与制度の工夫

に取り組む企業（14 社）にヒアリン

グを実施し、年齢にかかわりなく高

齢者が活躍できるよう、スキルに応

じた処遇を進め、役職定年や定年制

の見直し等に取り組む事例を紹介

しています。企業における高齢者の

割合が増加していくことが見込ま

れる中、自社の制度を検討するうえ

でも、ぜひ参考にしてみてください。 

【厚生労働省「高齢者の活躍に取り

組む企業の事例を公表します」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpa

ge_43828.html 

 

11 月は「過労死等防止啓発

月間」です 

毎年 11月は、「過労死等防止啓

発月間」です。 

厚生労働省では、国民への周

知・啓発を目的に、各都道府県に

おいて「過労死等防止対策推進シ

ンポジウム」を行うほか、「過重

労働解消キャンペーン」として、

長時間労働の是正や賃金不払残業

などの解消に向けた重点的な監督

指導やセミナーの開催、一般人か

らの労働に関する相談を無料で受

け付ける「過重労働解消相談ダイ

ヤル」などを行います。 

「過労死等」とは、①業務にお

ける過重な負荷による脳血管疾

患・心臓疾患を原因とする死亡、

②業務における強い心理的負荷に

よる精神障害を原因とする自殺に

よる死亡、③死亡には至らない

が、これらの脳血管疾患、心臓疾

患、精神障害をいいます。 

◆「過労死等防止対策推進シンポ

ジウム」の実施 

47 都道府県 48会場（東京は２会

場）でシンポジウムを開催し、過

労死遺族の方の体験談やメンタル

ヘルスの専門家等による講演など

を行います（無料でどなたでも参

加できます）。 

［参加申込方法］事前に下記ホー

ムページから申込み 

https://www.mhlw.go.jp/karoshi-

symposium/ 

また、国民一人ひとりが自身に

も関わることとして、過労死等と

その防止に対する関心と理解を深

められるよう、ポスターの掲示や

パンフレット・リーフレットの配

布、インターネット広告など多様

な媒体を活用した周知・啓発を行

います。 

◆過重労働解消キャンペーン 

過労死等につながる過重労働な

どへの対応として、長時間労働の

是正や賃金不払残業などの解消に

向けた重点的な監督指導や、全国

一斉の無料電話・ＳＮＳ相談など

を行います。 

［過重労働解消キャンペーン特設

ページ］ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seis

akunitsuite/bunya/roudoukijun/c

ampaign_00004.html 

 キャンペーンの概要です。 

①労使の主体的な取組みの促進、

②労働局長によるベストプラクテ

ィス企業との意見交換、③重点監

督の実施、④過重労働相談受付集

中期間の設定、⑤特別労働相談の

実施、⑥セミナーの開催 

企業には従業員の過労死等の防

止に向け、長時間労働削減など、

積極的な取組みが求められます。 

【厚生労働省「11月は「過労死等

防止啓発月間」です」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newp

age_43985.html 
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特定求職者雇用開発助成

金（成長分野等人材確保・

育成コース）の要件が緩和

されました 

◆特定求職者雇用開発助成金とは 

特定求職者雇用開発助成金は、就

職困難者（高年齢者や障害者、母子

家庭の母、就職氷河期世代など）を

雇用した場合に、事業主に一定の条

件下で支給されます。本助成金は求

職者の状況別にコースが分かれて

おり、成長分野等人材確保・育成コ

ースは、就職困難者を業務経験のな

い職種で雇い入れた際に、下記の２

つのメニューに該当する取組みを

実施することで、特定就職困難者コ

ースと比較して 1.5倍の助成を受け

ることができます。 

この成長分野等人材確保・育成コ

ースが、2024 年 10月１日から支給

要件が緩和され、利用しやすくなり

ました。 

・成長分野メニュー：成長分野（デ

ジタル・グリーン分野）の業務に

従事する労働者として雇い入れ、

雇用管理改善や能力開発を行う

もの 

※デジタル分野とは、プログラマー、Ｓ

Ｅ、データサイエンティストなど。グ

リーン分野とは、脱炭素・低炭素化な

どに関する研究開発者や技術者など 

・人材育成メニュー：人材開発支援

助成金に基づく 50 時間以上の教

育訓練を行ったうえで、雇入れ時

より５％以上賃金の引上げを行

うもの 

◆見直しされた要件 

上記２つのメニューの対象とな

る就労経験のない職業の判断につ

いて、過去５年間に通算１年以上の

就労経験のない場合とし、パート・

アルバイトの経験は就労経験期間

に含めないこととなりました（パー

ト・アルバイトでの就労経験であっ

ても、正規雇用労働者と同等以上の

職業能力を有する場合や、過去10年

間に５年以上正規雇用労働者とし

て当該業務の就労経験がある場合

は除く）。 

また、厚生労働大臣が指定する教

育訓練給付の講座のうち公的職業

資格の取得を目的とした教育訓練

は、50時間未満の訓練であっても助

成対象とすることとなりました。 

 成長分野（デジタル・グリーン分

野）の業務での採用をお考えの際に

は、本助成金の利用を検討してみて

はいかがでしょうか。ご検討の際は、

当事務所にご相談ください。 

【厚生労働省「特定求職者雇用開発

助成金（成長分野等人材確保・育成

コース）」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seis

akunitsuite/bunya/koyou_roudou/

koyou/kyufukin/tokutei_seichou_

00008.html 

 

厚生労働省が「就職氷河期

世代支援 特設サイト」をリ

ニューアル 

 就職氷河期世代とは、バブル崩

壊後の 1990～2000年代、景気悪化

のため新卒採用が他の時期に比べ

て厳しかった時代に就職活動を行

った世代を指す言葉として、広く

使われています。就職氷河期世代

の人は、長年不安定な雇用形態や

無業を強いられていたり、十分な

キャリアを積めていなかったり

と、課題を抱える人が多く、国を

挙げて取り組むべき課題とされて

います。 

◆政府支援「第一ステージ」から

「第二ステージ」へ 

 政府は、2020 年から 2021年を就

職氷河期支援の「第一ステージ」

と位置付け、「就職氷河期世代支

援プログラム(３年間の集中支援プ

ログラム)」として各種支援を行っ

てきました。そして、2023年から

2024年を「第二ステージ」と位置

付け、2023 年 12月には、「就職氷

河期世代支援に関する行動計画

2024」を策定しました。同計画で

は、「第一ステージ」の総括的検

証を踏まえた施策の見直し等を行

い、より効果的な支援に取り組む

とした方針に基づく施策・事業の

具体的内容について定めていま

す。 

◆特設サイトのリニューアル 

 また、今月、厚労省が「就職氷

河期世代支援 特設サイト」をリ

ニューアルしています。同サイト

では、就職氷河期の求職者等のニ

ーズや状況にあわせたさまざまな

支援窓口の紹介がされています。

また、事業主向けに、就職氷河期

世代の活躍支援のための各種助成

金の紹介や好事例集が掲載されて

います。 

 助成金については、以下が紹介

されています。 

① トライアル雇用助成金(一般ト

ライアルコース) 

② 特定求職者雇用開発助成金(就

職氷河期世代安定雇用実現コース) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html
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③ 人材開発支援助成金（人材育成

支援コース） 

④ キャリアアップ助成金(正社員

化コース) 

 また、事例集では、医療・福祉

業やサービス業など 12の事業主の

事例が掲載され、各事業主の就職

氷河期世代採用の背景や、応募や

採用のステップが紹介されていま

す。このなかでは、就職氷河期世

代の採用の好影響として、若手と

高年齢社員の中間層となること

や、社会経験の豊富さからくる対

応力などが挙げられています。 

 人手不足への対応、組織の活性

化という観点からも、就職氷河期

世代の採用を検討してみてはいか

がでしょうか。募集方法や助成金

など、詳しいことは当事務所にお

気軽にご相談ください。 

【厚生労働省「就職氷河期世代支

援 特設サイト」】 

https://www.mhlw.go.jp/shushoku

_hyogaki_shien/ 

 

転職理由の真相と企業の

対応策 

◆「給与の低さ」が若年層の転職理

由トップに 

厚生労働省の「若年者雇用実態調

査」（令和５年）によると、若年労働

者（満 15～34 歳の労働者）の前職

の離職理由として最も多かったの

は「給与の低さ」で 59.9％でした。

特に 20～24 歳の年齢層では男性

64.6％、女性 60.3％と高く、若年層

の転職動機における給与の重要性

が浮き彫りになっています。 

◆「やりがい」と「スキルアップ」も

重要な転職要因 

一方で、「仕事の内容が自分に合

わない」（41.9％）や「自分の技能や

能力を活かしたい」「責任のある仕

事を任されたい」（33.8％）といった

キャリアアップ・スキルアップでの

理由も上位に来ています。これは、

若年労働者が単に給与だけでなく、

仕事の質や自己成長の機会も重視

していることを示しています。 

企業側としては、給与水準の適正

化だけでなく、従業員のキャリア開

発やスキルアップの機会を提供す

ることが、人材確保と定着率向上に

つながると言えるでしょう。また、

入社時のミスマッチを防ぐために、

採用プロセスでの職務内容の明確

な説明や、入社後のフォローアップ

体制の強化も重要です。 

いわゆる「ゆるブラックだ」、「自

分が成長できない」ということでの

人材流出につながらないよう、効果

的な施策を考えていきたいですね。 

給与制度の設計から人材育成プ

ログラムの構築、さらには採用戦略

の立案など、これらの課題に対応す

るには、専門的な知識と経験が必要

です。企業の競争力を高めるため、

見直しを検討してみてはいかがで

しょうか。ご検討の際には、お気軽

に当事務所にご相談ください。 

【厚生労働省「令和５年 若年者雇

用実態調査」】 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/l

ist/4-21c-jyakunenkoyou-

r05.html 

 

 

 

 

 

実質賃金３か月ぶりマイナ

ス 物価高に追いつかず 

厚生労働省は、物価変動を考慮

した８月の実質賃金が３か月ぶり

に減少したと発表しました。実質

賃金は、５月まで過去最長の 26 か

月連続マイナスを記録していまし

たが、賞与が給与総額に占める割

合が大きい６～７月は、賞与の伸

びが好調だったことからプラスを

記録しました。８月の毎月勤労統

計調査（速報、従業員５人以上）

では、１人当たりの実質賃金は前

年同月比 0.6％減でマイナスに転じ

ました。 

◆主な数値 

・名目賃金に当たる現金給与総額

は、3.0％増の 29 万 6,588 円

で、32 か月連続のプラス。 

・統計に用いる消費者物価指数は

７月の 3.2％を上回る 3.5％上昇

で、差し引くと実質賃金は減

少。 

・現金給与総額の内訳は基本給を

含む所定内給与が 3.0％増の 26

万 4,038 円で、31 年 10 か月ぶ

りの高い伸び。ベースアップと

定期昇給を合わせた賃上げ率が

平均５％を超えた 2024 年の春季

労使交渉の結果が反映されてい

る。 

・残業代などの所定外給与は 2.6％

増の１万 9,599 円。 

・現金給与総額のうち、賞与など

の「特別に支払われた給与」は

2.7％増の１万 2,951 円で、前月

の伸び幅（6.6％）より縮小。 

・現金給与総額を就業形態別にみ

ると、一般労働者は 2.7％増の

37 万 7,861 円、パートタイム労

https://www.mhlw.go.jp/shushoku_hyogaki_shien/
https://www.mhlw.go.jp/shushoku_hyogaki_shien/
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働者は 3.9％増の 11 万 33 円。 

・主要産業別では全産業で上昇。 

 

福岡資麿厚生労働大臣は記者会

見で、「名目賃金の内訳を見る

と、基本給を含む「所定内給与」

の対前年同月比がプラス 3.0％とい

うことで、これは 31 年 10 か月ぶ

りの高い伸びとなっており、そう

した意味においては賃上げの明る

い動きが着実に現われてきている

と認識しています。関係大臣と連

携し、価格転嫁や生産性向上の支

援等により、中小企業等が賃上げ

できる環境整備に取り組んでいき

たいと考えています」と述べまし

た。 

賃金は上がる傾向にあるもの

の、物価はもっと上がったという

ことですが、中小企業や非正規労

働者にも効果のある具体的な政策

が期待されます。 

衆議院が９日に解散し、選挙戦

が始まりましたが、賃上げは経済

政策の主要な争点になりそうで

す。 

【厚生労働省「毎月勤労統計調査 

令和６年８月分結果速報」】 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/iti

ran/roudou/monthly/r06/2408p/24

08p.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月の税務と労務の手続

［提出先・納付先］ 

 

11 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収

税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の

提出＜前月以降に採用した労働

者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

15 日 

○ 所得税の予定納税額の減額承認

申請書（10 月 31 日の現況）の

提出［税務署］ 

 

12 月 2 日 

○ 個人事業税の納付＜第２期分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 所得税の予定納税額の納付＜第

２期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提

出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付

計器使用状況報告書の提出［公

共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保

険の被保険者でない場合）＜雇

入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～当事務所よりひと言～ 

急に秋がやってきました。体調管理

には十分ご留意を。◆本年 11 月か

らのフリーランス新法、来年度 4 月

10 月の育児介護休業法改正に関連

して規程等の手直しも進めてくだ

さい◆それに合わせて本年 11 月か

らフリーランスの労災保険の「特別

加入」もできるようになります◆労

災保険は「労働者」が仕事又は通勤

によって被った災害に対して保証

する制度ですが、一定の条件を満た

すと中小事業主等も加入すること

ができます。中小事業主等の特別加

入の要件は①その事業につき労災

の保険系が成立していること②労

働保険事務組合に労働保険事務処

理を委託していること③家族や役

員など全体を包括して特別加入す

ること◆保険料は選択した給付基

礎日額(3,500円～25,000円)によっ

て変わります。例えば給付基礎日額

10,000 円とすると、15000×365＝

547 万円が給付基礎年額となります。

それに労災保険料率（業種による）

を乗じます。例えばサービス業の多

くは 547 万円×3/1000＝16,425 円

が年額の保険料となります。実際に

加入する場合は労働保険事務組合

への加入費用などの事務費用が加

わります。◆4 日目からの休業補償

や万が一の時の障害補償、介護保障、

遺族補償など業務上、通勤上での災

害に対して給付されます。(庄子) 
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